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令和４年６月定例教育委員会 会議録 

令和４年６月 30 日（木） 

                            粕屋町役場２階防災会議室 

                            14：00～15：30 

 

○出席委員  西村 久朝 教育長 

       青木 政広 委員（職務代理） 

舎川 真理 委員 

          長  順子 委員 

          青木 知香 委員 

○欠席委員  なし 

○傍聴人   なし 

   ○事務局   黒田 道明  学校教育課長 

臼井賢太郎  社会教育課長   

井手 正治  学校給食共同調理場所長 

渡辺  剛  子ども未来課長 

有得 辰俊  指導主事 

         

 

１）．教育長挨拶 

  ・粕屋東中学校の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校について 

  ・6 月 24 日の学校教育説明会について 

  ・舎川委員の再任について （H26.8．9～R4.8．8→ R4.8．9 から R8.8.8 ） 

  

 

２）．教育長からの報告 

＜管内教育長会報告＞  令和４年６月 23 日（木）リモート 

  ○定年の引き上げ等の導入及びそれに伴う人事・給与制度の運用について  【資料】 

 

（１）人事管理班関係 

 ・参議院議員選挙通常選挙における地方公務員の服務・規律について  （資料１） 

（２）教育指導室・教育相談室 

  ①学校安全について                       （資料２） 

  ②各学校における適切な校内支援委員会等の運営について      （資料３） 

  ③オンライン通信「こころざし」の状況報告について        （資料４） 



 2 / 7 
 

  ④ICT 利活用モデル授業の動画配信について            （資料なし） 

  ⑤令和 4年度福岡県学力調査委託業者による結果説明について    （資料５） 

  ⑥令和 4年度新型コロナウイルス感染症拡大防止措置に伴う 

教員研修会等の対応について   （資料６） 

   ⑦研修会のオンライン化に伴う留意事項について          （資料７） 

   ⑧各地区小・中学校長会におけるアドバイザー・地域指導者等の活用について  

（資料８） 

 

 （３）社会教育室 

  ①令和 4年度「子どもの読書活動状況に関するアンケートの調査」の実施について 

                                  （資料９） 

  ②第 67 回福岡県公民館大会について                （資料 10） 

  ③令和 4年度「小学生の保護者の家庭教育に関する調査」の実施について 

                                  （資料 11） 

 

（４）人権・同和教育室 

  ①令和 3年度管内小・中・義務教育学校での差別事象の発生件数について（資料 12） 

 ②令和 4年度管内小・中・義務教育学校における差別事象の報告について（資料 13） 

 

（５）その他 

 ①令和4年度福岡県がん教育推進事業について            （資料14） 

 

 

＜粕屋町教育委員会事務局より＞ 

（１）令和４年６月町議会  

① 一般質問  

 ○本田議員 

 ア 厚生労働省調査の「生理の貧困」結果を踏まえて、生理用品を小・中学校の

女子トイレに常備する考えは？ 

    （答弁）➡ 現在、各学校保健室等に保管して、必要な児童生徒には無償

配付しており、トイレ常備は行わない。児童生徒の家庭環境把

握も必要。 

 イ  校舎増築に関する中長期的な計画が公表されていない。基本的な考えは？ 

   ・子供の人口増の予測は 

 ➡ 住民基本台帳人口もとに R9まで予測。小・中学校ともほぼ横ばい。 

     大川小▲10％ 西小＋10％ 
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   ・特別支援学級の増加とインクルーシブ教育の関連 

    ➡ 通常学級で授業を受けることもあり、理解できる授業となるよう各校

先生方は特別支援教育の研修を実施進めている。 

   

 ・全体的な改築・増築の計画は？ 

     ➡ 改築は「粕屋町個別施設管理計画」記載に基づき。 

       増築は、児童生徒の増加、特別支援学級の増加、現校舎の空き教室

の状況から、毎年判断し予算要求。 

  

○田川議員 

 ア 公共施設における太陽光発電の設置について 

   ・かすやドーム、サンレイク、かすやフォーラムに設置はどうか？ 

     ➡ ドームは設置できない形状、サンレイクは大規模改造時に検討、 

フォーラムは今後検討 

   

○宮崎議員 

 ア ヤングケアラーの実態とその支援について 

   ・把握のための実態調査はあるのか？ 

     ➡ 実態調査はなし 

   ・学校の先生方の研修はあるのか？ 

     ➡ 粕屋町ＳＳＷにより、全学校の管理職・生徒指導教員に研修実施済

み（Ｒ3）。 

   ・ＳＮＳ、電話、手紙での相談は？ 

     ➡ 粕屋町教育相談室、ＳＳＷで電話、手紙で相談可能、その他「24 時

間子供ＳＯＳ」（電話のほか line も）、「子どもの人権 110 番」。 

   ・中学校卒業後の相談体制は？ 

     ➡ 粕屋町子ども家庭総合支援拠点をこども館に設置（R4.3）。子供に関

することで専門の支援員が対応している。 

・ヤングケアラーコーディネーターの配置は？（Ｒ４～政府の補助金制度） 

 ➡ 粕屋町要保護児童対策地域協議会を定期に開催し、学校・福祉など

の関係機関と連携。特化したコーディネーターよりも連携体制が重要・効

率的。 

 イ 熱中症対策（学校・社会教育施設）について 

       ・下校時のマスク着用の熱中症対策は？ 

        ➡ 国の基準に基づき、人との距離を確保してマスクを外して下校。小

学性には積極的に声かけしている。 
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       ・空になった水筒の補給対応は？ 給水機の設置をしては？ 

        ➡ 家庭に大きめの水筒の呼びかけ。小学校は保健室で補給。中学校は

自動販売機を利用。 

       ・公共施設（サンレイクや図書館など）非接触型ウォータークーラーの設

置は？ 

        ➡ 現在は、飲料水の持参か自動販売機の利用。ウォータークーラーの

設置要望はなく、予定もしていない。 

 ウ 物価高騰による給食費の支援について 

       ・給食費の負担軽減のためコロナ地方創生臨時交付金を活用しては？ 

        ➡ Ｒ２に１食２０円の増を実施した（小学校 260 円・中学校 320円へ）。

現状の食材費値上がり幅であれば、献立の工夫で対応できる。 

 

    ○井上議員 

  ア 幼児教育について 

       ・幼児期の教育と小学校の円滑な連携は？ 

➡ 保幼小連絡協議会を開催し、引継ぎにより情報共有を図り連携を

行っている。 

       ・幼児教育現場における先端技術の活用は？ 

        ➡ 研修会はコロナによりオンラインで参加している。また、ＩＣＴシ

ステム導入により、指導案の作成、園児の登降園管理、保護者へ

の一斉配信に活用（「コドモン」）。 

       ・障がい・特別な支援を要する幼児への支援は？ 

➡ 加配教諭の配置、町の療育機関や巡回相談との連携。職員研修の

ほか、職員間での情報共有も実施し対応している。 

 

     ○鞭馬議員 

  ア 子育てしやすいまちづくりの取り組みについて 

       ・粕屋町の青少年育成について、どういう大人に育ってほしいか？ どう

いう支援を考えているか？ 

➡ 法改正で成人は 18歳から。オピニオンリーダー（集団の意見行動

に大きな影響を及ぼす人物）として人材育成をしたい。 

        ・支援方法は？ 

         ➡ ときめき体験、ＡＰＣＣなど。 

        

② 教育委員会関係議案 

〇粕屋町教育委員会委員の任命同意について 
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         舎川 真理さん （任期 R４年８月９日～R８年８月８日）  可決 

 

     〇和解及び損害賠償の額を定めることについて 

         埋蔵文化財確認調査に起因する地盤軟弱化により水田でトラクター車

輪が埋没。損害賠償額 293,004 円              可決 

 

  

 

３）．審議・協議 

 

（青木政広委員） 

学校教育課から、２件審議事項がございます。 

説明をお願いいたします。 

（黒田学校教育課長） 

学校教育課から「粕屋町いじめ問題対策連絡協議会」、２つ目は、「粕屋町いじめ

問題専門委員会」の委員について委員の委嘱同意をいただきたく、上程しています。 

１つ目は、粕屋町いじめ問題対策連絡協議会です。 

いじめ防止等に係る情報交換やその対策について協議する組織となっております。

３ページに、協議会の委員さんの案を掲載しています。 

スクールソーシャルワーカー、児童相談所、粕屋警察署の少年係長、スクールサ

ポーター、並びに、役場の関係部署から４名、小・中学校は管理職・生徒指導担当

の先生、及び教育長、教育委員会事務局です。 

2 つ目は、粕屋町いじめ問題専門委員会です。 

こちらは、重大事案が起こった場合に、事実関係を調査するための委員会であり

ます。そういった事案が起こった場合に備えて、あらかじめ委員を選任し、組織化

しておく、というものであります。 

委員は、「５人以内」、「弁護士、医師、学識経験者、心理または福祉の専門家、そ

の他教育委員会が適当と認める者」となっています。 

４ページに、専門委員会の委員さんの案を掲載しています。弁護士、医師、学識

経験者、心理・福祉の専門家の５名の先生方であります。 

以上、協議会、専門委員会それぞれの委員の委嘱同意につきまして、ご審議をよ

ろしくお願いいたします。 

（青木政広委員） 

審議事項、２つ説明が終わりました。 

質問などはありませんでしょうか？ 
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（委員全員） 

ありません。 

（青木政広委員） 

承認でよろしいでしょうか。 

（委員全員） 

承認します。 

（青木政広委員） 

それでは、審議事項２件について、承認いたします。 

続いて、各課からの連絡事項です。 

 

 

４）．各課からの連絡事項 

(1)学校教育課 

７月の行事予定 

 (2)社会教育課 

７月の行事予定 

 (3)給食センター 

    ７月の行事予定 

 (4)子ども未来課 

    ７月の行事予定 

 

５）． 次回開催日時   令和４年７月２１日（木）、１４時００分～ 

        管内教育長会 7 月 13 日  リモート 
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上記会議の経過については、その内容の相違ないことを証するためここに署名する。 

 

    

 

 

 

      教 育 長   西 村  久 朝 

 

                                          

 

署名委員   青 木  政 広 

 

                                          

 

署名委員   舎 川  真 理 

 

                                          

 

署名委員   長    順 子 

 

                                          

                  

署名委員   青 木  知 香 

 

                                          

 

会議録調整者  黒 田  道 明 

 

                                          

 


